インフルエンサー出演契約書

株式会社〇〇（以下「甲」という。）と、インフルエンサー〇〇（以下「乙」という。）は、甲の指定する広告・宣伝活動への出演等に関し、以下のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。
　
第1条（目的）
本契約は、乙が甲の依頼に基づき、商品・サービスその他甲が指定する対象（以下「対象商品等」という。）の宣伝・広告活動に出演し、または情報発信を行うことに関して、甲乙間の権利義務関係を明確にすることを目的とする。
　
第2条（出演及び業務内容）
1. 乙は、甲の指示に従い、対象商品等の紹介、出演、撮影、SNS投稿、イベント登壇その他甲が指定する業務（以下「本業務」という。）を誠実に遂行するものとする。
2. 本業務の具体的な内容、撮影日程、投稿媒体、掲載期間、成果物の形式等は、別途甲乙間の合意により定める。
3. 乙は、甲の事前承諾なく、本業務の全部または一部を第三者に委託または代行させてはならない。
　
第3条（報酬及び支払方法）
1. 甲は、乙に対し、本業務の対価として、金〇〇円（税込）を報酬として支払う。
2. 支払方法は、乙が指定する銀行口座への振込によるものとし、振込手数料は甲の負担とする。
3. 報酬の支払時期は、本業務完了後〇日以内とする。ただし、甲が成果物の確認を行い、問題がないと判断した場合に限る。
　
第4条（権利の帰属）
1. 本業務の遂行により制作・撮影された映像、画像、音声、文章、その他成果物（以下「本成果物」という。）に関する著作権その他一切の権利は、甲に帰属するものとする。
2. 乙は、本成果物に関して、氏名表示権等の著作者人格権を行使しないものとする。
3. 甲は、乙の肖像、氏名、アカウント名等を、本業務および関連する広告・広報活動において無償で利用できるものとする。
　
第5条（投稿・発信に関する遵守事項）
1. 乙は、広告表示に関する法令、ガイドライン（景品表示法、薬機法、消費者庁及びプラットフォーム運営者の規約を含むがこれに限られない。）を遵守する。
2. 乙は、甲の承諾なく虚偽又は誇大な表現を行ってはならない。
3. 投稿に際しては、広告・PRである旨を明示するなど、消費者に誤認を与えない形で実施するものとする。
4. 投稿内容について第三者からの苦情・削除要請等があった場合、乙は速やかに甲へ報告し、甲の指示に従う。
　
第6条（秘密保持）
1. 乙は、本業務に関連して知り得た甲の営業上・技術上の秘密情報を第三者に漏らしてはならない。
2. 本契約終了後も、秘密保持義務は存続するものとする。
　
第7条（禁止行為）
乙は、次の各号の行為を行ってはならない。
(1) 甲または対象商品等の信用を損なう行為
(2) 法令または公序良俗に反する表現や行動
(3) 虚偽の経歴・フォロワー数等を申告する行為
(4) 他社・他ブランドの競合宣伝を甲の承諾なく行う行為
(5) SNSアカウントの停止や凍結を招くような不適切な投稿
　
第8条（契約期間）
1. 本契約の有効期間は、契約締結日から〇〇年〇月〇日までとする。
2. 契約期間終了後も、第4条、第5条、第6条、第9条の規定は有効に存続する。
　
第9条（契約解除）
1. 甲または乙が本契約に違反し、相手方から是正を求められても相当期間内に是正しない場合、相手方は本契約を解除できる。
2. 乙が以下のいずれかに該当する場合、甲は何らの催告を要せず直ちに契約を解除できる。
　(1) SNSアカウントの停止・削除が生じた場合
　(2) 虚偽の申告や不正行為が発覚した場合
　(3) 犯罪行為、反社会的勢力との関与、または社会的非難を受ける行為が判明した場合
3. 解除により甲に損害が生じた場合、乙はこれを賠償する責任を負う。
　
第10条（損害賠償）
乙が本契約に違反し、甲または第三者に損害を与えた場合、乙は一切の損害（弁護士費用を含む）を賠償するものとする。
　
第11条（反社会的勢力の排除）
甲および乙は、自己または役員等が暴力団等の反社会的勢力でないこと、並びに関与していないことを表明し、将来にわたりこれを確約する。
　
第12条（不可抗力）
天災地変、感染症、政府命令、通信障害その他当事者の責に帰さない事由により本契約の履行が困難となった場合、当事者はその責任を負わない。
　
第13条（契約上の地位の譲渡禁止）
乙は、甲の書面による事前承諾なく、本契約に基づく地位または権利義務を第三者に譲渡してはならない。
　
第14条（協議及び管轄）
1. 本契約に定めのない事項または疑義が生じた場合、甲乙誠意をもって協議し解決を図る。
2. 本契約に関する紛争は、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
　
第15条（契約書の作成）
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
　
令和　年　月　日
　
甲：株式会社〇〇
住所：〒＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
代表者名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
乙：インフルエンサー〇〇
住所：〒＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
氏名（活動名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

